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宇治市地域福祉推進委員会設置規程 
平成17年1月21日 

告示第3号 

（目的及び設置） 

第１条 地域福祉の推進を図るため、宇治市地域福祉推進委員会（以下「委員会」という

。) を設置する。 
（担任事項） 
第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、意見の交換、調整等を行う。 
（１）宇治市地域福祉計画に基づく施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。 
（２）宇治市地域福祉計画の見直しに関すること。 
（３）その他地域福祉の推進に必要と認められる事項 

（組織） 
第３条 委員会は、委員３０人以内で組織する。 
２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 
（１）学識経験者 
（２）福祉団体の関係者又は社会福祉に従事している者 
（３）公募により選出された者 
（４）市職員 
（５）その他市長が適当と認める者 

（委員の任期） 
第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は前任者の残任期間とする。 
（委員長） 
第５条 委員会に委員長を置く。 
２ 委員長は、委員の互選により定める。 
３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した

委員がその職務を代理する。 
（会議） 
第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。 
（意見の聴取等） 
第７条 委員長は、委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会

議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 
（庶務） 
第８条 委員会の庶務は、健康福祉部地域福祉室地域福祉課において処理する 
（補則） 
第９条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会の会議に諮つて定める。 
附 則 

１ この規程は、公布の日から施行する。 
２ この規程の施行後最初の委員会の会議の招集は、第６条の規定にかかわらず、市長が

行う。 
附 則（平成１７年告示第６５号） 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
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宇治市地域福祉推進委員会委員名簿 
 <敬称略> 

分 野 氏 名 所 属 等 備 考 

井 岡    勉 同志社大学名誉教授 委 員 長学   識 

経 験 者 加 藤  博 史 龍谷大学短期大学部教授 委員長代理

岡 野  英 一 宇治市社会福祉協議会  

奥 西  隆 三 宇治市民生児童委員協議会  

羽 野    力 宇治市身体障害者福祉協議会  

浜 根  一 男 宇治市連合喜老会  

迫    きよみ ＮＰＯ法人子育てを楽しむ会  

松 井  芳 子 宇治市障害者福祉施設連絡協議会  

杉 本  一 久 民間保育園連盟  

池 田  正 彦 宇治市福祉サービス公社  

岡 田  盛 敏 宇治市学区福祉委員会連絡協議会  

各   種 

団 体 等 

白 谷  吉 弘 宇治市連合育友会  

大 石  嘉 啓 宇治久世医師会  

小 山   茂 樹 宇治商工会議所  

根 岸   憲 明 ～平成 22 年 3 月 31 日

山 下    宏 
学校教育 

平成22年 4月 1日～

市 長 が 

認める者 

白 數  宗 雄 京都府山城北保健所  

河 渕  重 雄 市  民  

小 松  一 子 市  民  

谷 﨑  あや子 市  民  

原    保 彦 市  民  

原 田  眞智子 市  民  

桝 村  雅 文 市  民  

森    賢 一 市  民  

市民公募 

山 本  理恵子 市  民  

市 職 員 佐 藤  政 紀 宇治市健康福祉部理事  

 


